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規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す

る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 2 7年 1 2月 2 8日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

高 知 県 規 則 第 9 2号  

高 知 県 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部 を  

改 正 す る 規 則  

高 知 県 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則 （ 昭 和 3 9年 高 知

県 規 則 第 9 9号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 中 「 修 学 資 金 貸 付 推 薦 書 及 び 計 画 書 （ 別 記

第 ４ 号 様 式 ） 」 を 「 修 学 資 金 貸 付 推 薦 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） 及 び

修 学 計 画 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 の ２ ） 」 に 改 め る 。  

別 記 第 １ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



別 記 第 ４ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



別 記 第 ４ 号 様 式 の 次 に 次 の １ 様 式 を 加 え る 。  

 



別 記 第 ５ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



別 記 第 ７ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



別 記 第 2 8号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 2 8年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 高 知 県 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉

法 施 行 細 則 別 記 様 式 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 を 除 く 。 ） は 、 こ の 規 則

に よ る 改 正 後 の 高 知 県 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則

の 規 定 に か か わ ら ず 、 残 品 の 限 度 で 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規  則  

◎ 高 知 県 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法 施 行 細 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則  

 


